
一
頁

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

○

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
百
号
）

（
資
本
金
）

第
六
条

機
構
の
資
本
金
は
、
施
行
法
第
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

２

機
構
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

政
府
及
び
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に

出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
三

（
略
）

四

首
都
高
速
道
路
（
道
路
会
社
法
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
高
速
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
若
し
く
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一

部
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
府
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
受
け
た
出
資
金
又
は
阪
神
高
速
道
路
（
同
項
第
五
号
に
定
め
る
高
速
道
路
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
若
し
く
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
府
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
受

け
た
出
資
金
を
財
源
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
又
は
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
に
対
し
、
首
都
高
速
道
路
又
は
阪
神
高
速
道
路
の
新
設
又
は
改

築
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
。

五

（
略
）

六

首
都
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
か

ら
交
付
さ
れ
た
補
助
金
又
は
阪
神
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
交
付
さ
れ
た
補
助
金
を
財
源
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
又
は
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
に
対
し
、
首
都
高
速
道
路

又
は
阪
神
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
。

七
～
十

（
略
）

２

（
略
）

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）



二
頁

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高

速
道
路
又
は
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
（
道
路
会
社
法
第
五
条
第
二
項
第
六
号
に
定
め
る
高
速
道
路
を
い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
地

方
公
共
団
体
の
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
号
）

（
機
構
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
公
共
団
体
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
出
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

一

（
略
）

二

阪
神
高
速
道
路
に
係
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
出
資
す
る
出
資
金

京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
京
都
市
、
大

阪
市
及
び
神
戸
市

三

（
略
）

（
無
利
子
貸
付
け
の
財
源
と
な
る
出
資
金
又
は
補
助
金
の
出
資
又
は
交
付
に
係
る
地
方
公
共
団
体
）

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
及
び
同
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
出
資
金
及
び
補
助

金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

一

（
略
）

二

阪
神
高
速
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
受
け
る
出
資
金
及
び
阪
神
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
、
修
繕

又
は
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
交
付
さ
れ
る
補
助
金

前
条
第
二
号
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体

（
国
土
交
通
大
臣
が
意
見
を
聴
取
す
る
地
方
公
共
団
体
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

一

（
略
）

二

阪
神
高
速
道
路
に
係
る
部
分

第
一
条
第
二
号
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体

三

（
略
）



三
頁


